
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

1

○
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

20
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○
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三
章
の
二

在
外
選
挙
人
名
簿

第
三
章
の
二

在
外
選
挙
人
名
簿

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
の
手
続
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
の
手
続
）

第
二
十
三
条
の
三

法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
当
該
申
請
を

第
二
十
三
条
の
三

在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
（
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
規

す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）

定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
を
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お

が
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請

い
て
同
じ
。
）
は
、
同
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を

者
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館

行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館
の
長
又
は
そ
の
事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
以
下

の
長
又
は
そ
の
事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
百
四
十
二
条
に

同
じ
。
）
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
外
務
省
令
で
定
め
る
地
域
に
あ

お
い
て
同
じ
。
）
（
法
第
三
十
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
外
務
省
令

つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
外
務
省
令
で
定
め
る
者
。
次
項
本
文
並
び

で
定
め
る
地
域
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
外
務
省
令
で
定
め
る

に
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
並
び
に
第
百
四
十
二
条
第
六

者
。
第
二
号
並
び
に
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
及
び
第
百
四

項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
自
ら
又
は
総
務
省
令
で
定
め
る
と

十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
自
ら
又
は
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

こ
ろ
に
よ
り
総
務
省
令
で
定
め
る
者
を
通
じ
て
、
旅
券
（
旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年

よ
り
総
務
省
令
で
定
め
る
者
を
通
じ
て
、
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
旅
券
を
返
納
し
た
こ
と
そ
の
他

申
請
書
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
三
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
「
在
外
選
挙
人
名

の
特
別
の
事
情
に
よ
り
旅
券
を
所
持
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
在
外
選
挙
人
名

簿
登
録
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
在
外

簿
登
録
申
請
者
の
資
格
又
は
地
位
を
証
明
す
る
書
類
（
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録

選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
領
事
官
に
住
所
に
関
す

申
請
者
の
写
真
を
貼
り
付
け
て
あ
る
書
類
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
に
限

る
届
出
を
行
つ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
第
一
号
に
掲

る
。
）
）
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
書
類
）
を
提
示
し
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
旅
券
（
旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
旅
券
を
返
納
し
た
こ
と
そ
の
他
の

特
別
の
事
情
に
よ
り
旅
券
を
所
持
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
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簿
登
録
申
請
者
の
資
格
又
は
地
位
を
証
明
す
る
書
類
（
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登

録
申
請
者
の
写
真
を
貼
り
付
け
て
あ
る
書
類
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類

に
限
る
。
）
）

二

当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に

つ
い
て
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
の
管
轄

区
域
（
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
管
轄
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
と
し
て
在

外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
日
か
ら
申
請
の
日
（
法
第
三
十
条
の

五
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
項
に
お
い
て
「
住
所
要
件
期
間
」
と
い
う

。
）
、
引
き
続
き
当
該
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る

文
書
（
申
請
の
日
に
お
い
て
住
所
要
件
期
間
が
三
箇
月
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
当
該
管
轄
区
域
内
に
引
き
続
き
三
箇
月
以

上
住
所
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
文
書
）

（
削
る
）

２

在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
は
、
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場

合
に
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
に
関
し
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申

請
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た

日
と
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
日
か
ら
申
請
の
日
（
同
条
第

三
項
第
一
号
に
定
め
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま

で
の
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
住
所
要
件
期
間
」
と
い
う
。
）
引
き

続
き
当
該
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
文
書
（
申
請
の

日
に
お
い
て
住
所
要
件
期
間
が
三
箇
月
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
管
轄
区
域
内

に
引
き
続
き
三
箇
月
以
上
住
所
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
文
書
）
を
提
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
他
の
法

令
の
規
定
に
よ
り
領
事
官
に
住
所
に
関
す
る
届
出
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
総
務

省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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２

申
請
の
日
に
お
い
て
住
所
要
件
期
間
が
三
箇
月
に
満
た
な
い
在
外
選
挙
人
名
簿
登

３

申
請
の
日
に
お
い
て
住
所
要
件
期
間
が
三
箇
月
に
満
た
な
い
在
外
選
挙
人
名
簿
登

録
申
請
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
住
所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申

録
申
請
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
住
所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申

請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
申
請
の
日
以
後
法
第
三
十
条
の
五
第
三
項
第
二
号
に
定
め

請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
申
請
の
日
後

法
第
三
十
条
の
五
第
三
項
第
二
号
に
定
め

る
日
（
第
六
項
に
お
い
て
「
三
箇
月
経
過
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
、
次
の
各

る
日
（
第
七
項
に
お
い
て
「
三
箇
月
経
過
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
、
次
に
掲

号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
文
書
で

げ
る
場
合

に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
文
書
で

そ
の
旨
を
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
書

を
提
出
し
た
領
事
官
に
届
け
出
な
け

そ
の
旨
を
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
た
領
事
官
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

日
本
の
国
籍
を
失
つ
た
場
合

二

在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
申
請
時
住
所
（
住
所
要
件
未
充
足

二

当
該

住
所
要
件
未
充
足

在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
住
所
と
し
て
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
書

在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
住
所
と
し
て
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
記
載
さ
れ
た
住
所
を
い
う
。
次
号
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ

に
よ
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
住
所
（
次
号
及
び
第
七
項

に
お
い
て
「
申

。
）
を
管
轄
す
る
領
事
官
の
管
轄
区
域
外
へ
住
所
を
移
し
た

請
時
住
所
」
と
い
う
。
）
を
管
轄
す
る
領
事
官
の
管
轄
区
域
外
へ
住
所
を
移
し
た

場
合

場
合

三

在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
申
請
時
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官

三

申
請
時
住
所

を
管
轄
す
る
領
事
官

の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
住
所
を
変
更
し
た
場
合

の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
住
所
を
変
更
し
た
場
合

四

（
略
）

四

氏
名
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合

３

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
の
同
項
の
規
定
に
よ
る

４

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
の
同
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
住
所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の

届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
住
所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の

法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な

法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
申
請

は
、
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

す
。

４

第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
の
同
項
の
規
定
に
よ

５

第
三
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
の
同
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
事
実

る
届
出
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
事
実

を
証
す
る
に
足
り
る
文
書
を
添
え
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
住

を
証
す
る
に
足
り
る
文
書
を
添
え
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
住

所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
在
外
選

所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り

挙
人
名
簿
登
録
申
請
書
を
提
出
し
た
領
事
官
に
住
所
、
氏
名
そ
の
他
総
務
省
令
で
定

領
事
官
に
住
所
、
氏
名
そ
の
他
総
務
省
令
で
定

め
る
事
項
に
関
す
る
届
出
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は

め
る
事
項
に
関
す
る
届
出
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
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、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

法
第
三
十
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
書

の

６

法
第
三
十
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
書
の

送
付
は
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
に
係
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録

送
付
は
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る

資
格
（
同
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
章

資
格

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
意
見
書
（
第
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場

に
関
す
る
意
見
書
（
第
三
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
す
る
旨
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
在

合
に
該
当
す
る
旨
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
在

外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格

に
関
す
る
意
見
書
及
び
当
該
届
出
書
の
写
し
）

外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格
に
関
す
る
意
見
書
及
び
当
該
届
出
書
の
写
し
）

を
添
え
て
、
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
添
え
て
、
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

領
事
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
住
所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請

７

領
事
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
住
所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請

者
に
係
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
に
関
す
る
意
見
書
を
送
付
す
る
と
き
は

者
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格
に
関
す
る
意
見
書
を
送
付
す
る
と
き
は

、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
住
所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
三
箇
月

、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
住
所
要
件
未
充
足
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
三
箇
月

経
過
日
に
お
い
て
申
請
時
住
所
（
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
の

経
過
日
に
お
い
て
申
請
時
住
所
（
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
の

同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
書
に
記
載
さ

同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
届
出
書
に
記
載
さ

れ
た
変
更
後
の
住
所
）
に
居
住
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

れ
た
変
更
後
の
住
所
）
に
居
住
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
の
申
請
の
手
続
）

第
二
十
三
条
の
三
の
二

法
第
三
十
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
当
該
申

（
新
設
）

請
を
す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
」
と

い
う
。
）
が
、
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
て
、
自
ら
又

は
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
総
務
省
令
で
定
め
る
者
を
通
じ
て
、
同
項
の

規
定
に
よ
る
申
請
書
（
次
項
に
お
い
て
「
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
書
」
と

い
う
。
）
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
の
旅
券
又

は
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
の
資
格
若
し
く
は
地
位
を
証
明
す
る
書

類
（
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
の
写
真
を
貼
り
付
け
て
あ
る
書
類
そ

の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
に
限
る
。
）
を
提
示
し
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。

２

在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
は
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請

者
が
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
書
を
法
第
三
十
条
の
五
第
四
項
に
規
定
す
る

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出
し
た
時
の
属
す
る
日
以
後
法
第
三
十
条
の
六
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
選
挙
人
証
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
証
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
た
日
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
（
法
第
三
十
条
の
二
第
三
項
に
規

定
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
三
十
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
な
か
つ
た
場
合
の
通
知
を
受
け
た
日
又
は
当
該
在
外
選
挙

人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
が
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
く
な
つ
た
日

後
四
箇
月
を
経
過
す
る
に
至
つ
た
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
に
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
文
書
で
そ

の
旨
を
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
書
を
提
出
し
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
書
に
転
出
先
と
し
て
記
載
さ
れ
た
国
外
に
お

け
る
住
所
と
異
な
る
国
外
に
お
け
る
住
所
を
定
め
た
場
合

二

氏
名
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
事
実
を
証
す
る
に
足
り
る
文
書
を
添
え

て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者

が
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
又
は
領
事
官
に
住
所
、
氏
名
そ
の
他
総
務
省

令
で
定
め
る
事
項
に
関
す
る
届
出
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
等
に
よ
る
調
査
等
）

（
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
等
に
よ
る
調
査
等
）

第
二
十
三
条
の
四

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
領
事
官
は
、
必
要
に
応
じ
、
在

第
二
十
三
条
の
四

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
領
事
官
は
、
必
要
に
応
じ
、
在
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外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
に
係
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格

に
つ
き

外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格

に
つ
き

調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
は
、
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

２

在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
は
、
当
該

申

請
に
関
し
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
領
事
官
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、

請
に
関
し
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
領
事
官
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、

在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格

を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
に
必
要
な
文

在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
に
必
要
な
文

書
を
提
出
し
、
又
は
必
要
な
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
提
出
し
、
又
は
必
要
な
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
、
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申

（
新
設
）

請
者
に
係
る
当
該
市
町
村
に
お
け
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
移
転
資
格
（
法
第

三
十
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
移
転
資
格
を
い
う
。

次
項
及
び
第
二
十
三
条
の
五
の
二
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
調
査
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
は
、
法
第
三
十
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ

（
新
設
）

る
申
請
に
関
し
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
市

町
村
に
お
け
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
移
転
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
た

め
に
必
要
な
文
書
を
提
出
し
、
又
は
必
要
な
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
の
確
認
等
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
手
続
）

第
二
十
三
条
の
五

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者

第
二
十
三
条
の
五

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者

に
係
る
当
該
市
町
村
に
お
け
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格

に
つ
い
て
、

の
当
該

市
町
村
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格

に
つ
い
て
、

当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
本
籍
地
の
市
町
村
長
に
確
認
を
求
め
な
け
れ

当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
本
籍
地
の
市
町
村
長
に
確
認
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

本
籍
地
の
市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
直

ち
に
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

登
録
資
格

を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
が
得
ら
れ
な
い
在
外
選
挙
人
名
簿
登

る
資
格

を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
が
得
ら
れ
な
い
在
外
選
挙
人
名
簿
登

録
申
請
者
を
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
て
は
な
ら
な
い
。

録
申
請
者
を
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
の
国
外
に
お
け
る
住
所
に
関
す
る
意
見
等
）

第
二
十
三
条
の
五
の
二

法
第
三
十
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
選
挙
管

（
新
設
）

理
委
員
会
が
外
務
大
臣
に
対
し
て
行
う
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
（
当
該

市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

国
外
に
お
け
る
住
所
に
関
す
る
意
見
の
求
め
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
旨
及
び
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
の
氏
名
そ
の
他
総
務
省

令
で
定
め
る
事
項
を
外
務
大
臣
に
通
知
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
外
務
大
臣
が
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
に
対
し
て
述
べ
る
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
の
国
外
に
お
け
る
住
所
に

関
す
る
意
見
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る

住
所
に
関
す
る
届
出
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
知
つ
た
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移

転
申
請
者
の
住
所
に
関
す
る
事
実
に
基
づ
き
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に

通
知
し
て
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被

登
録
移
転
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
が
得
ら
れ
な
い
在
外
選
挙
人
名
簿
登

録
移
転
申
請
者
に
つ
い
て
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
を
し
て
は
な
ら
な
い

。（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
な
か
つ
た
場
合
等
の
通
知
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
な
か
つ
た
場
合

の
通
知
）

第
二
十
三
条
の
六

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者

第
二
十
三
条
の
六

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者

を
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
理
由
を
付
し
て
、

を
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
理
由
を
付
し
て
、

そ
の
旨
を
外
務
大
臣
及
び
法
第
三
十
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
在
外
選
挙

そ
の
旨
を
外
務
大
臣
及
び
法
第
三
十
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
在
外
選
挙

人
名
簿
登
録
申
請
者
の
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
書

を
送
付
し
た
領
事
官

人
名
簿
登
録
申
請
者
の
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
書
を
送
付
し
た
領
事
官
（

を
経
由
し
て
当
該
在

第
二
十
三
条
の
十
四
に
お
い
て
「
経
由
領
事
官
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
当
該
在

外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
に
つ
い
て

（
新
設
）

在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
を
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
理
由
を

付
し
て
、
そ
の
旨
を
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
等
）

（
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
等
）

第
二
十
三
条
の
七

在
外
選
挙
人
証
に
は
、
次

第
二
十
三
条
の
七

法
第
三
十
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
証
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

選
挙
人
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

一

選
挙
人
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

選
挙
人
の
国
外
に
お
け
る
住
所

二

選
挙
人
の
国
外
に
お
け
る
住
所

三

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

三

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

２

選
挙
人
は
、
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

２

選
挙
人
は
、
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
在
外
選
挙
人
証
を
添
え
て
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
当
該
選

、
在
外
選
挙
人
証
を
添
え
て
、

当
該
選

挙
人
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
を
経
由
し
、
そ
の
登
録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人

挙
人
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
を
経
由
し
、
そ
の
登
録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人

名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
て
、
在
外
選
挙
人
証
に
変
更

名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
て
、
在
外
選
挙
人
証
に
変
更

に
係
る
事
項
の
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
係
る
事
項
の
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
書
に
在
外
選
挙
人
証
の

３

前
項
の

届
出
は
、
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
書
に
在
外
選
挙
人
証
の

記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
事
実
を
証
す
る
に
足
り
る
文
書
を
添
え
て
、
し
な
け
れ

記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
事
実
を
証
す
る
に
足
り
る
文
書
を
添
え
て
、
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
変
更
を
生
じ
た
記
載
事
項
が
選
挙
人
の
国
外
に
お
け
る
住

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
変
更
を
生
じ
た
記
載
事
項
が
選
挙
人
の
国
外
に
お
け
る
住

所
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
記
載
事
項
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
省
令
で
定

所
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
記
載
事
項
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
省
令
で
定

め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

（
略
）

４

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
領
事
官
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
直
ち
に
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
当
該
選
挙
人
の
登

録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
在
外

５

第
二
十
三
条
の
四

の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
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選
挙
人
証
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

選
挙
人
証
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
条
第
一
項
中
「
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
に
係
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被

、
同
条
第
一
項
中
「
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

登
録
資
格
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
内
容

れ
る
資
格
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
内
容

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

三
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
者
」
と
、
「
法
第
三
十
条
の
五
第
一

三
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
者
」
と
、
「
当
該
申
請

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
届
出
」
と
、
「
在
外
選
挙
人
名
簿
の

」
と
あ
る
の
は
「
当
該
届
出
」
と
、
「
在
外
選
挙
人
名
簿
に

被
登
録
資
格

を
有
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
届
出
の
内
容
が
事
実
で
あ
る
」

登
録
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
届
出
の
内
容
が
事
実
で
あ
る
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
基
づ
き
在
外
選

６

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
基
づ
き
在
外
選

挙
人
証
に
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
場
合
に
は

、
郵
便
又
は
民
間
事
業

挙
人
証
に
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
郵
便
又
は
民
間
事
業

者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条

者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

事
業
者
若
し
く
は
同
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
外
国
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同

事
業
者
若
し
く
は
同
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
外
国
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
を
も
つ
て

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
を
も
つ
て

、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
、
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
し
な
け

、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
、
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
届
出
の
際
に
、
郵
便
等
を
も
つ
て
交
付
を
受
け
る

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
届
出
の
際
に
、
郵
便
等
を
も
つ
て
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
困
難
で
あ
る
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
外
務
大
臣
及
び
第
四
項
の
規

こ
と
が
困
難
で
あ
る
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
外
務
大
臣
及
び
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
送
付
し
た
領
事
官
を
経
由
し
て
、
当
該

定
に
よ
り

届
出
書
を
送
付
し
た
領
事
官
を
経
由
し
て
、
当
該

届
出
を
し
た
者
に
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

届
出
を
し
た
者
に
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

（
略
）

７

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
外
選
挙
人
証
の
記
載
事
項
の
変
更
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

（
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
）

（
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
）

第
二
十
三
条
の
八

選
挙
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
在

第
二
十
三
条
の
八

選
挙
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
当
該
選
挙
人
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官

当
該
選
挙
人
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官

を
経
由
し
て
、
そ
の
登
録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙

を
経
由
し
て
、
そ
の
登
録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
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管
理
委
員
会
に
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

管
理
委
員
会
に
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三
（
略
）

一

在
外
選
挙
人
証
を
亡
失
し
、
又
は
滅
失
し
た
場
合

二

在
外
選
挙
人
証
を
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
た
場
合

三

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合

２

（
略
）

２

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
の
申
請
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条

第
一
項
」
と
、
「
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
在
外
選

３

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
在
外
選

挙
人
証
を
再
交
付
す
る
場
合
に
は

、
郵
便
等
を
も
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ

挙
人
証
を
再
交
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
郵
便
等
を
も
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
を
し
た
者
に
、
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

る
申
請
を
し
た
者
に
、
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
申
請
の
際
に
、
郵
便
等
を
も
つ
て
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
旨

し
、
当
該
申
請
の
際
に
、
郵
便
等
を
も
つ
て
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
旨

の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
外
務
大
臣
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四

の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
外
務
大
臣
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
送
付
し
た
領
事
官
を
経
由
し
て

項
の
規
定
に
よ
り

申
請
書
を
送
付
し
た
領
事
官
を
経
由
し
て

、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

（
在
外
選
挙
人
証
の
返
納
）

（
在
外
選
挙
人
証
の
返
納
）

第
二
十
三
条
の
九

在
外
選
挙
人
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
国
内
の
市
町
村
（
そ
の

第
二
十
三
条
の
九

在
外
選
挙
人
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、

登
録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
を
除
く
。
）
の
選
挙
人
名
簿

選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
場
合
若
し
く
は
国
内
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
定
め
た
年
月
日

に
登
録
さ
れ
た
場
合
又
は

国
内
の
市
町
村
に
お
い
て
住
民
票
が
新
た
に
作
成
さ

と
し
て
戸
籍
の
附
票
に
記
載
さ
れ
た
日
後
四
箇
月
を
経
過
し
た
場
合
（
第
二
十
三
条

れ
た

日
後
四
箇
月
を
経
過
し
た
場
合

の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名
簿
の
表
示
を
消
除
さ
れ
た
場
合
を
除

く
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は

に
は

、
直
ち
に
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
そ
の
交
付
を
受
け
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会

、
直
ち
に
当
該
在
外
選
挙
人
証
を
そ
の
交
付
を
受
け
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
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に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
証
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
亡
失
し

た
在
外
選
挙
人
証
を
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
当
該
発
見
し
、

又
は
回
復
し
た
在
外
選
挙
人
証
を
そ
の
交
付
を
受
け
た
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会

に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
在
外
選
挙
人
証
等
受
渡
簿
）

（
在
外
選
挙
人
証
等
受
渡
簿
）

第
二
十
三
条
の
十

領
事
官
は
、
在
外
選
挙
人
証
等
受
渡
簿
を
備
え
、
当
該
領
事
官
を

第
二
十
三
条
の
十

領
事
官
は
、
在
外
選
挙
人
証
等
受
渡
簿
を
備
え
、
当
該
領
事
官
を

経
由
し
て
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
そ
の
登
録
さ
れ
て
い
る
在
外

経
由
し
て
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
そ
の
登
録
さ
れ
て
い
る
在
外

選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
名
、
当
該
登
録
を
さ
れ
て
い
る
者
の
氏
名
及
び
生
年

選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
名
、
当
該
登
録
を
さ
れ
て
い
る
者
の
氏
名
、

生
年

月
日
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

月
日
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

領
事
官
は
、
法
第
三
十
条
の
六
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
選

２

領
事
官
は
、
法
第
三
十
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

挙
人
証
の
交
付
の
経
由
に
係
る
事
務
を
行
つ
た
場
合
又
は
第
二
十
三
条
の
十
四
の
規

交
付
の
経
由
に
係
る
事
務
を
行
つ
た
場
合
及
び
第
二
十
三
条
の
十
四
の
規

定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
前
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
証
等

定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
前
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
証
等

受
渡
簿
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
、
又
は
そ
の
記
載
を
修
正
し
、
訂
正
し
、
若
し
く

受
渡
簿
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
又
は

そ
の
記
載
を
修
正
し
、
訂
正
し
若
し
く
は

は
消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
表
示
の
消
除
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
表
示
の
消
除
）

第
二
十
三
条
の
十
三

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
の

第
二
十
三
条
の
十
三

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
法
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
百
五
十
二
条
又
は
政
治
資
金
規

規
定
に
よ
る
表
示
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
に
係
る
住
民
票
が
国

正
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
権
を
有
し
な
く
な
つ
た
旨
の
表
示
を
さ
れ
た

内
の
市
町
村
に
お
い
て
新
た
に
作
成
さ
れ
た
旨
の
表
示
を
除
く
。
）
を
さ
れ
た
者
が

者
に
つ
い
て
そ
の
事
由
が
な
く
な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
表

在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
に
至
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合
に

示
を
消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
直
ち
に
そ
の
表
示
を
消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
住
民

票
が
国
内
の
市
町
村
に
お
い
て
新
た
に
作
成
さ
れ
た
旨
の
表
示
を
さ
れ
た
者
（
そ
の

登
録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
に
お
い
て
新
た
に
住
民
票
が
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作
成
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該
市
町
村
に
法
第
三
十
条
の
五
第
四
項
に

規
定
す
る
国
外
転
出
届
が
さ
れ
た
後
に
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
く

な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
表
示
を
消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
表
示
が
さ
れ
た
日
以
後
に
そ
の
者
に
係
る
住
民
票
が
国
内
の
他

の
市
町
村
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
場
合
等
の
通
知
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
場
合
等
の
通
知
）

第
二
十
三
条
の
十
四

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
三
十
条
の
十
一
（
第
一

第
二
十
三
条
の
十
四

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
三
十
条
の
十
一

号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
在
外
選
挙

の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
在
外
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
を
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
と
き
は
、
遅
滞

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
を
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
法
第
三
十
条
の
六
第

な
く
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
経
由
領
事
官

四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
在
外
選
挙
人
証
の
交
付
の
経
由
に
係
る

事
務
を
行
つ
た
領
事
官
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
経
由
領
事
官
」
と
い
う
。

）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
三
十
条
の
十
一
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に

（
新
設
）

限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者

を
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の

旨
を
外
務
大
臣
及
び
経
由
領
事
官
を
経
由
し
て
、
そ
の
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

（
略
）

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
登
録
さ
れ
て
い
る
氏
名
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る

事
項
に
係
る
記
載
（
法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も

つ
て
調
製
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
に
あ
つ
て
は
、
記
録
）
を
修
正
し
、
又
は
訂
正
し

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
経
由
領
事
官
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
す
べ
き
事
由
に
関
す
る
通
知
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
す
べ
き
事
由
に
関
す
る
通
知
）

第
二
十
三
条
の
十
五

領
事
官
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い

第
二
十
三
条
の
十
五

領
事
官
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い

て
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
（
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
に
係
る
も
の
を

て
登
録
の
際
に
登
録
さ
れ
る
べ
き

除
く
。
以
下
第
六
十
五
条
の
二
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
際
に
在
外
選
挙
人
名
簿

の
登
録
を
さ
れ
る
べ
き
で
な
か
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

で
な
か
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

を
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
す
べ
き
者
が
登
録
さ

を
外
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
す
べ
き
者
が
登
録
さ

れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け

れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

外
務
大
臣
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
在
外
選
挙
人

（
新
設
）

名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
の
際
に
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
を
さ
れ
る
べ
き

で
な
か
つ
た
こ
と
（
そ
の
者
の
国
外
に
お
け
る
住
所
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を

知
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
す
べ
き

者
が
登
録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
領
事
官
が
閲
覧
さ
せ
る
文
書
）

（
領
事
官
が
閲
覧
さ
せ
る
文
書
）

第
二
十
三
条
の
十
七

法
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
文
書

第
二
十
三
条
の
十
七

法
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
文
書

は
、
第
二
十
三
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
証
等
受
渡
簿
の
抄
本
で
、

は
、
第
二
十
三
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
証
等
受
渡
簿
の
抄
本
で
、

当
該
領
事
官
を
経
由
し
て
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
そ
の
登
録
さ

当
該
領
事
官
を
経
由
し
て
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
そ
の
登
録
さ

れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
名
、
当
該
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
氏

れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
名
、
当
該
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
氏

名
及
び
生
年
月
日
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
と
す
る
。

名
、
生
年
月
日
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
証
等
受
渡
簿
の
抄
本
は
、
登
録
月
（
登
録
月
の
一

日
が
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
当

該
選
挙
の
期
日
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
登
録
月
を
除
く
。
）
の
二
日
及

び
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
あ
つ
た
日
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
当
該
基
準
日
現
在
の
在
外
選
挙
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人
証
等
受
渡
簿
に
基
づ
き
、
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

領
事
官
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
証
等
受
渡
簿
の
抄
本
で
、
直
近
の

基
準
日
に
調
製
さ
れ
た
も
の
を
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
請
等
に
関
す
る
書
類
の
保
存
）

（
申
請
書
等
の
保
存
）

第
二
十
三
条
の
十
八

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
を

第
二
十
三
条
の
十
八

法
第
三
十
条
の
五
第
一
項

さ
れ
た
者
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
を
さ
れ
た
者
に
係
る
法
第
三
十

条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第

の
規
定
に
よ
る
申
請
、

二
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
第
二
十
三
条
の

第
二
十
三
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
第
二
十
三
条
の

八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
関
し
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出

八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
関
し
、

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出

さ
れ
た
書
類
（
在
外
選
挙
人
証
を
除
く
。
）
を
、
こ
れ
ら
の
書
類

さ
れ
た
書
類
（
在
外
選
挙
人
証
を
除
く
。
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次

を
提
出
し
た
者
が
在
外
選
挙
人
名
簿

項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
当
該
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者
が
在
外
選
挙
人
名
簿

か
ら
抹
消
さ
れ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、

か
ら
抹
消
さ
れ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

員
会
に
お
い
て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
を
さ
れ
な
か
つ
た
在

２

在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
な
か
つ
た
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
が
、
そ

外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
を
さ
れ
な
か

の
申
請
に
関
し
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出
し
た
申
請
書
等
は
、
こ
れ
を

つ
た
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
に
係
る
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
若
し
く

受
理
し
た
日
か
ら
五
年
間
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
保
存
し
な
け
れ

は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

ば
な
ら
な
い
。

届
出
に
関
し
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
書
類
を
、
こ
れ
ら

の
書
類
を
受
理
し
た
日
か
ら
五
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

投
票

第
四
章

投
票

（
住
所
移
転
者
の
投
票
）

（
住
所
移
転
者
の
投
票
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
て
選
挙
人
名
簿
に
登
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録
さ
れ
た
者
で
他
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
移
し
た
も
の
又
は
他
の
市
町
村
の

区
域
内
に
住
所
を
移
し
た
者
で
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
て
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
た
も
の
は
、
な
お
選
挙
権
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
他
の
市
町
村
の

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
現
に
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
市

町
村
に
お
い
て
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
は
、
そ
の
市
町
村
の
区
域
内
の
他
の
投
票
区

の
区
域
内
に
住
所
を
移
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
移

替
え
が
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
他
の
投
票
区
の
投
票
所
に
お
い
て
投
票
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
国
外
へ
の
住
所
移
転
者
の
投
票
）

（
国
外
へ
の
住
所
移
転
者
の
投
票
）

第
三
十
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録

第
三
十
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
た
者
で
国
外
へ
住
所
を
移
し
た
も
の
又
は
国
外
へ
住
所
を
移
し
た
者
で
同
条
第

さ
れ
た
者
で
国
外
へ
住
所
を
移
し
た
も
の
又
は
国
外
へ
住
所
を
移
し
た
者
で
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
も
の
（
第
二
十
三
条

二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
も
の

の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名
簿
の
表
示
を
消
除
さ
れ
た
者
を
除
く

。
）
は
、
な
お
選
挙
権
を
有
す
る
と
き
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
又
は
在
外
選

は
、
な
お
選
挙
権
を
有
す
る
と
き
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る

挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
現
に
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

ま
で
の
間
、
現
に
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
市
町
村
に
お
い
て
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
い
る
市
町
村
に
お
い
て
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章
の
二

在
外
投
票

第
五
章
の
二

在
外
投
票

（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
う
ち
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
う
ち
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

て
い
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
六
十
五
条
の
二

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登

第
六
十
五
条
の
二

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は

録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
う
ち
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
政
令
で
定

、
国
外
か
ら
国
内
へ
住
所
を
移
し
た
後
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
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め
る
も
の
は
、
国
外
か
ら
国
内
へ
住
所
を
移
し
た
後
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し

、
第
二
十
四
条
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

く
は
第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
選
挙
人

た
者
と
す
る
。

名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
び
国
外
へ
住
所
を
移
し
た
者
で
あ
つ

て
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
を
さ
れ
た
も
の
又
は
第
二
十
三
条
の
十
三
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名
簿
の
表
示
を
消
除
さ
れ
た
も
の
（
当
該
表
示
を
消
除
さ

れ
た
後
に
再
び
国
内
に
住
所
を
移
し
た
者
の
う
ち
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該

選
挙
人
名
簿
の
表
示
を
消
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除

く
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
国
内
へ
の
住
所
移
転
者
の
投
票
）

（
国
内
へ
の
住
所
移
転
者
の
投
票
）

第
六
十
五
条
の
十
四

在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
う
ち
選
挙
人

第
六
十
五
条
の
十
四

在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
で
、
国
外
か
ら

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
第
六
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
も
の
は
、
当
該

国
内
へ
住
所
を
移
し
た
後
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
四

選

条
第
二
項
又
は
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
は
、
選

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
市
町
村
に
お
い
て
投
票
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
市
町
村
に
お
い
て
投
票
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
章

補
則

第
十
四
章

補
則

（
指
定
都
市
の
区
及
び
総
合
区
に
対
す
る
法
の
適
用
）

（
指
定
都
市
の
区
及
び
総
合
区
に
対
す
る
法
の
適
用
）

第
百
四
十
一
条
の
二

指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
法
第
十
一
条
第
三
項
（
住
所
及
び
在

第
百
四
十
一
条
の
二

指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
法
第
十
一
条
第
三
項
（
住
所

外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
五
条
の
二
第
四
項
、
第

に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
五
条
の
二
第
四
項
、
第

十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
（
住
所
移

十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
（
住
所
移

転
者
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
五
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

転
者
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
五
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

ま
で
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
（
市
の
区
域
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
八
条

二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
（
市
の
区
域
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
八
条

（
市
の
区
域
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
八
条
の
二
か
ら
第
三
十
条
ま
で

（
市
の
区
域
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
八
条
の
二
か
ら
第
三
十
条
ま
で
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、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
条
の
三
第
二
項
、
第
三

、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
条
の
三
第
二
項
、
第
三

十
条
の
五
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
条
の
六
、
第
三
十
条

十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項

、
第
三
十
条
の
六
、
第
三
十
条

の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
条
の
十
第
二
項
、
第
三
十
条
の
十
一

の
八
第
一
項
、
第
三
十
条
の
十
、

第
三
十
条
の
十
一
、
第
三
十

、
第
三
十
七
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
か
ら

条
の
十
三
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
四
十

第
四
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

、
第
四
十

九
条
第
三
項
、
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
、

九
条
第
三
項
、
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
、

法
第
四
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
十
五

法
第
四
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
十
五

条
、
法
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で
、
第
七
十
一
条
、
第
百
三
十
条
第
二
項

条
、
法
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で
、
第
七
十
一
条
、
第
百
三
十
条
第
二
項

、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
六
十
三
条
、
第
百
七
十
条

、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
百
六
十
三
条
、
第
百
七
十
条

及
び
第
百
七
十
五
条
、
法
第
二
十
五
条
第
四
項
又
は
第
三
十
条
の
九
第
二
項
に
お
い

及
び
第
百
七
十
五
条
、
法
第
二
十
五
条
第
四
項
又
は
第
三
十
条
の
九
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
並
び
に
法
第
二
百
七
十
条
第
一
項
た
だ
し
書

て
準
用
す
る
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
並
び
に
法
第
二
百
七
十
条
第
一
項
た
だ
し
書

及
び
第
二
百
七
十
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
区
及
び
総
合
区

及
び
第
二
百
七
十
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
区
及
び
総
合
区

の
区
域
を
市
の
区
域
と
、
区
及
び
総
合
区
の
長
を
市
長
と
、
区
及
び
総
合
区
の
選
挙

の
区
域
を
市
の
区
域
と
、
区
及
び
総
合
区
の
長
を
市
長
と
、
区
及
び
総
合
区
の
選
挙

管
理
委
員
会
を
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
と
、
区
及
び
総
合
区
の
事
務
所
を
市
役
所
と

管
理
委
員
会
を
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
と
、
区
及
び
総
合
区
の
事
務
所
を
市
役
所
と

み
な
し
、
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項
、
第
百
四
十
七

み
な
し
、
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項
、
第
百
四
十
七

条
、
第
二
百
一
条
の
十
一
第
十
一
項
、
第
二
百
一
条
の
十
四
第
二
項
、
第
二
百
六
十

条
、
第
二
百
一
条
の
十
一
第
十
一
項
、
第
二
百
一
条
の
十
四
第
二
項
、
第
二
百
六
十

一
条
の
二
並
び
に
第
二
百
六
十
三
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の

一
条
の
二
並
び
に
第
二
百
六
十
三
条
第
二
号

の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
区
及
び
総
合
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
市

の
選
挙
管
理
委
員

適
用
に
つ
い
て
は
、
区
及
び
総
合
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
市
の
選
挙
管
理
委
員

会
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
、
法
第
十
一
条
第
三
項
（
住
所
及
び
在
外
選
挙
人
名
簿
の

会
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
、
法
第
十
一
条
第
三
項
（
住
所

登
録
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
（
在
外
選
挙
人
名

に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）

簿
の
登
録
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
区
及
び
総
合

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
区
及
び
総
合

区
は
市
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

区
は
市
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
法
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
五
条
の
二
第

２

指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
法
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
五
条
の

一
項
、
第
三
十
条
の
四
第
二
項
、
第
三
十
条
の
五
第
四
項
、
第
三
十
条
の
十
第
一
項

二
第
一
項

、
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。

）
、
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
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て
は
、
区
及
び
総
合
区
を
市
と
み
な
す
。

て
は
、
区
及
び
総
合
区
を
市
と
み
な
す
。

（
指
定
都
市
に
対
す
る
こ
の
政
令
の
適
用
）

（
指
定
都
市
に
対
す
る
こ
の
政
令
の
適
用
）

第
百
四
十
一
条
の
三

指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三

第
百
四
十
一
条
の
三

指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三

条
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の

条
、
第
二
十
三
条
の
二

五
、
第
二
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
三
条
の
九
第
一
項
、
第

二
十
三
条
の
十
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
十
三
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
十
四
、
第

二
十
三
条
の
十
七
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
（
市
の
区
域
に
関
す
る
部
分
を
除

く
。
）
、
第
三
十
条
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
（
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
す
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
条

、
第
五
十
条

、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
五
条
の
十
四
、
第
百
十
一
条
、
第
百
三
十
二
条
の
二
、
第

、
第
五
十
六
条

、
第
百
十
一
条
、
第
百
三
十
二
条
の
二
、
第

百
四
十
二
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
百
四
十
四
条
の
規
定
中
市
に
関
す
る
規
定
並
び

百
四
十
二
条
の
二

並
び
に
第
百
四
十
四
条
の
規
定
中
市
に
関
す
る
規
定
並
び

に
第
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
部
分

に
第
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
部
分

を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
適
用
さ
れ
る
場
合

を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
適
用
さ
れ
る
場
合

を
除
く
。
）
、
第
百
三
十
二
条
の
三
か
ら
第
百
三
十
二
条
の
四
ま
で
並
び
に
第
百
三

を
除
く
。
）
、
第
百
三
十
二
条
の
三
か
ら
第
百
三
十
二
条
の
四
ま
で
並
び
に
第
百
三

十
二
条
の
九
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

十
二
条
の
九
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

の
規
定
中
指
定
都
市
以
外
の
市
に
関
す
る
規
定
は
、
指
定
都
市
の
区
及
び
総
合
区
に

の
規
定
中
指
定
都
市
以
外
の
市
に
関
す
る
規
定
は
、
指
定
都
市
の
区
及
び
総
合
区
に

適
用
す
る
。

適
用
す
る
。

２
・
３
（
略
）

２

指
定
都
市
に
お
い
て
は
、
第
十
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
十
九

条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
の
四
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第

四
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
四
十
九
条
の
十
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
三
項
及

び
第
四
項
、
第
七
十
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
七
十
七
条
第
二
項
、
第

七
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
条
第
一
項
及
び



- 19 -

第
二
項
、
第
百
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
十
九
条
第
二
項
、
第
百
二
十
一
条

、
第
百
二
十
五
条
、
第
百
二
十
六
条
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
五
第
二
項
並
び
に

第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
を
除
き
、
こ
の
政
令
中
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
関

す
る
規
定
は
、
区
及
び
総
合
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
適
用
す
る
。

３

指
定
都
市
に
対
し
第
百
三
十
二
条
の
五
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
市
の

区
域
並
び
に
指
定
都
市
に
対
し
第
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
（
都
道
府
県
の
議
会
の

議
員
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員

の
選
挙
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
三
十
二
条
の
九
（
都
道
府
県

の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
お
け
る
指
定
都
市
以
外
の
市
の
区
域
は
、
法
第
十
五
条
第
九
項
の
指
定
都
市
の
区

域
を
二
以
上
の
区
域
に
分
け
た
区
域
と
す
る
。
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○
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
在
外
投
票
人
名
簿
の
記
載
事
項
）

（
在
外
投
票
人
名
簿
の
記
載
事
項
）

第
十
三
条

在
外
投
票
人
名
簿
に
は
、
投
票
人
の
氏
名
、
最
終
住
所
（
法
第
三
十
四

第
十
三
条

在
外
投
票
人
名
簿
に
は
、
投
票
人
の
氏
名
、
最
終
住
所
（
法
第
三
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
最
終
住
所
を
い
う
。
）
又
は
申
請
の
時
（
同
項
に
規
定
す

条
第
一
項
に
規
定
す
る
最
終
住
所
を
い
う
。
）
又
は
申
請
の
時
（
同
項
に
規
定
す

る
申
請
の
時
を
い
う
。
）
に
お
け
る
本
籍
、
性
別
及
び
生
年
月
日
の
ほ
か
、
投
票

る
申
請
の
時
を
い
う
。
）
に
お
け
る
本
籍
、
性
別
及
び
生
年
月
日
の
ほ
か
、
投
票

人
が
在
外
選
挙
人
証
（
公
職
選
挙
法
第
三
十
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
在
外
選

人
が
在
外
選
挙
人
証
（
公
職
選
挙
法
第
三
十
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
在
外
選

挙
人
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
交
付
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
場
合
に
は

挙
人
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
交
付
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

、
そ
の
旨
の
記
載
（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を

は
、
そ
の
旨
の
記
載
（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を

も
っ
て
調
製
す
る
在
外
投
票
人
名
簿
に
あ
っ
て
は
、
記
録
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

も
っ
て
調
製
す
る
在
外
投
票
人
名
簿
に
あ
っ
て
は
、
記
録
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。


